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仕様書 

 

第１ 件名 

スタートアップとの連携による研究力強化事業コーディネーター委託 

 

第２ 契約期間 

契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 

第３ 履行場所 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所が指定する場所 

 

第４ 目的 

気候危機の一層の深刻化、サーキュラーエコノミーへの移行、生物多様性の損失、水・大気環境の

変化など、多様化・複雑化する環境課題の解決に向けて、都の環境施策の充実・強化に向けた科学的

知見の提供等を行う東京都環境科学研究所（以下「委託者」という。）は、先進的な技術や製品・サー

ビスを有するスタートアップ等（以下「ＳＵ等」という。）と連携し、研究力の強化を図る必要がある。 

本委託では、委託者とＳＵ等との連携事業の実施に向けて、委託者の研究力強化に資する先進的な

技術や製品・サービスを有するＳＵ等の発掘・公募や連携事業の円滑な実施を支援するコーディネー

ターを募集する。 

 

第５ 委託内容 

１ 事業の概要 

本事業は、ＳＵ等が有する先進的な技術や製品・サービスを活用した調査研究を行うことで、委

託者の研究力強化を図るとともに、調査研究を通じて得られる測定・分析データやユーザビリティ

等に関する改善点等をフィードバックすることでＳＵ等の成長を促すことを目指す。 

本事業に参加するＳＵ等に対しては、別途、連携事業の実施に必要な経費（人件費、工事費・設

備費、備品費・消耗品費、委託費、賃借料、使用料、印刷製本費等）について、20,000千円／社を

上限に助成する。 

なお、本事業におけるＳＵ等とは、「環科研の研究力強化に資する先進技術等を有していて、新

たなビジネス領域で成功し、急速に成長することを志向する企業であって、創業（既存事業とは異

なるビジネス領域に進出する第二創業も含む）後10年未満の事業者、または中小企業基本法（昭和 

38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者であって、大企業が実質的に経営に参画

していない事業者」をいう。 

 

２ 業務の詳細 

（１）業務の実施体制の構築及び実施計画書の作成 

ア 契約締結後１週間以内に、業務実施体制図、業務実施スケジュール表等を詳細に明記した実

施計画書を作成し、委託者の承認を得ること。 
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   イ 契約締結後速やかに、本業務の事務局及び内容全般を統括する業務責任者（電話及び電子メ

ールによる対応が可能であること。）を設置すること。業務責任者のほか本業務の従事者の選

任に当たっては、連絡体制を含めて事前に委託者に協議し、承認を得ること。また、業務開始

後も、業務体制等につき、委託者から協議がある場合、誠実に対応することとし、実施計画の

主たる部分に変更が生じるときは、委託者に変更後の実施計画書を提出し、その承認を得るこ

と。 

（２）連携事業テーマの検討に向けた調査 

都の環境施策や委託者のこれまでの研究活動について、公表資料のレビューや都や委託者の担

当者へのヒアリング等を行い、現状・課題等を分析すること。 

（３）連携事業テーマの検討及び決定、ＳＵ等の発掘及び誘引 

ア 上記（２）の分析結果を踏まえて委託者との意見交換等を行い、委託者の研究力強化に資す

る連携事業のテーマ案を「気候変動」、「サーキュラーエコノミー」、「生物多様性」、「大

気等の環境改善」の各分野でそれぞれ２～３案程度検討すること。 

イ 自らのノウハウやネットワーク等を活用し、上記アの連携事業テーマ案との親和性が高く、

委託者の研究力強化に繋がることが期待される先進技術や製品・サービス等を有するＳＵ等を

１テーマ案につき５社程度発掘すること。 

ウ 上記イのＳＵ等について、業界内での立ち位置、先進技術や製品・サービス等の内容・特

徴・先進性、連携により期待される効果・メリット等を調査し、必要に応じてＳＵ等へのヒア

リングなどを実施した上で、その結果を委託者に報告すること。 

エ 上記ウの調査結果も踏まえ、委託者と協議の上、本事業で採用する連携事業テーマを令和８

年９月末までに２テーマ選定すること。 

（４）ＳＵ等の公募及び選定 

連携事業の実施を希望するＳＵ等を公募及び選定すること。実施方法については、委託者と協

議の上、決定すること。 

   ア 受付・問合せ窓口の開設・運営 

   上記（１）の事務局内に、ＳＵ等の募集開始日の前日までに、ＳＵ等の公募に関する受付・

問合せ窓口を設置すること。当該窓口は、以下の点に留意すること。 

① 責任者及び人員を配して、適切な体制を整えること。 

② 受付・問合せ用の電話及び電子メールアドレスを用意すること。電話は、１回線用意する

こと。電子メールアドレスは、本業務実施に係る受付及び問合せ用に２件以上を用意するこ

と。 

③ 本業務に関する問合せ窓口として機能を果たすこと。窓口は、少なくとも平日の午前９時

から午後５時までの間の７時間以上の時間につき、対応を行うこと。 

④ 委託者から応募状況の確認や本業務に関する報告等を求められたときは、速やかに対応す

ること。 

⑤ ＳＵ等の募集期間終了から約２週間程度は問合せ窓口としての機能を維持すること。 

イ 募集要項等の作成 

ＳＵ等の募集に必要となる募集要項や申請様式、事前チェックリスト等の案を作成し、委託

者の承認を得ること。 
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ウ ＳＵ等の公募及び周知 

    ①ウェブサイトの開設・運営 

ＳＵ等の募集開始日の前日までに、本事業のウェブサイトを開設すること。ウェブサイト

は、ＳＵ等を応募に誘引するよう、事業参加検討に有益となる内容を含むこととし、事業周知

に有効と考えられる内容や視認性・デザイン性等を考慮すること。 

    ②ＳＵ等への個別アプローチの実施 

上記（３）で発掘したＳＵ等のうち、選定テーマとの適合度が高い社に対しては、本事業の

概要・目的、スキーム、連携によるＳＵ等のメリット、応募要件等について個別説明を行い、

本事業への参加を働きかけること。 

エ ＳＵ等の選定 

①選定数 

１の連携事業テーマにつき、委託者と協議の上、１社以上選定すること。 

②審査基準の作成 

連携事業との適合性、保有する製品・サービス等の先進性、実施体制の安定性等に関する審

査基準を作成し、委託者の承認を得ること。 

③選定 

審査会を開催し、審査基準に基づき、本事業で連携するＳＵ等を令和８年11月末までに選定

すること。なお、選定にあたっては、以下の「スタートアップ選定の適格要件」の該当性を確

認すること。 

【ＳＵ等選定の適格要件】 

 東京都内で事業を展開していること又は委託者との連携を志向していること。 

 応募時点で株式市場に未上場であること。 

 プロジェクトの実施能力を有し、財務状況が健全であり、事業期間内に本事業を遂行でき

る見込みがあること。 

 同一事業期間内に、本事業に対する国又は他の地方自治体からの同一の委託や助成を受け

ていないこと。 

 都からの指名停止措置を講じられていないこと。 

 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条及び第 30条の規定による更生手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

 反社会的勢力又はそれに関わる者との関係がないこと。 

 法令等又は公序良俗に反していないこと又は反するおそれがないこと。 

 本事業の趣旨を理解し、意欲的かつ継続的に取り組む姿勢を示していること。 

 円滑かつ効果的な事業遂行にために、十分な推進体制が確保できること。 

 実施事業者や事業者等の関係者との緊密な連絡体制を確保できること。 

 事業に関する打合せ、定期的な進捗報告、成果報告会への出席等に取り組むこと。 

 本事業の写真・動画を広報に利用することに同意すること（ただし、財産権を伴う技術情

報など、公表に適さないものを除く。）。 
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（５）連携事業の伴走支援 

環科研とＳＵ等が連携事業を円滑に実施できるよう、総合的な伴走支援を行うこと。支援内容

について、以下の内容を含む効果的な取組を企画立案し、委託者に提案の上、実施すること。 

   ア 定例会の開催・運営 

     連携事業の課題等の共有・整理、課題解決に向けたディスカッション、進捗管理等のため、

委託者・ＳＵ等・都が参加する定例会を月２回程度開催・運営すること。形式は対面・オンラ

インを問わないが、対面の場合は受託者が会場を用意すること。会議に当たっては、前日まで

にレジュメ等の説明資料を用意すること。また、会議終了後３営業日以内に議事録を作成し、

委託者の承認を得ること。 

イ ＳＵ等との協定締結の支援 

     委託者が行う連携事業に係る委託者とＳＵ等との協定締結に係る手続きを支援すること。 

ウ ＳＵ等が行う助成金申請の手続き支援 

     ＳＵ等が委託者に対して行う助成金の申請に係る手続きを支援すること。 

   エ 実施計画書・実施報告書の作成支援 

     委託者が行う連携事業に係る実施計画書及び実施報告書の作成を支援すること。 

   オ 円滑な事業実施に向けた伴走支援 

・委託者とＳＵ等が円滑に意思疎通を図ることができるよう、業界特有の慣習、専門知識・用

語等に関する翻訳・解釈を含むコミュニケーション支援を行うこと。 

・委託者に対し、連携事業を通じて得られた知見等を踏まえ、ＳＵ等の製品やサービス等のよ

り効果的な活用などについて、必要な助言を行うこと。 

・ＳＵ等に対し、連携事業を通じて得られた知見等を踏まえ、製品やサービス等の改善などに

ついて、必要な助言を行うこと。 

・連携事業の実施に支障が生じている場合は、課題の解決に向けて、必要な助言及びディレク

ションを行うこと。 

・委託者とＳＵ等との間で、事業方針その他の方向性に齟齬が生じた場合には、必要な調整を

図ること。 

（６）業務報告書の作成 

  契約期間終了までに、履行状況をまとめた業務報告書を委託者へ提出すること。 

 

第６ 履行に当たっての留意点 

本件の履行に当たっては、以下の事項に留意すること。 

１ 委託事業実施に必要となる関係者、関係団体との連絡調整、必要経費の支払い、人員及び物品の手

配及び管理等を行うこと。 

２ 本事業の一部を再委託する場合は、あらかじめ委託者の承諾を得ること。また、再委託後は事業者

及び制作物の指導・管理を入念に行うこと。 

３ 事業の実施にあたり、官公庁等との調整が必要な場合は、委託者と連携し、連絡調整や文書発出等

の事務を行うこと。 

４ この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、別紙１「電子情報処理委託に係る標準特

記仕様書 ８情報の補完及び管理 (２) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項」及び別紙２「共
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通事項 ３個人情報の保護」に定める事項に従って契約を履行すること。 

５ 企画提案した内容及び、審査時に確約した内容については、適切な進行管理の上、期限を遵守し、

確実に執行すること。 

６ 委託事業の実施に必要な資料等を作成した場合は、委託者に必要部数を提供すること。 

７ 事業の素材制作にあたり、下記の事項を遵守すること。 

（１）他人の名誉、信用、プライバシー権、肖像権、著作権その他の権利を侵害しないこと。 

（２）一般の方が不快に感じるイメージ、言葉、その他の表現でないこと。 

（３）公序良俗、一般常識に反する内容でないこと。 

８ 契約金額には、本仕様書に特に定めのある場合を除き、本契約の履行に必要となる一切の経費を含

む。 

９ 業務の実施に当たっては、この契約によるほか、各種法令等を十分に遵守すること。 

 

第７ 著作権の取扱い 

１ 本委託に関して作成され、既に他の所有権を有するものを除く一切の成果品及び中間成果物に関す

る権利は全て委託者に帰属する。特に著作権等の取扱いは、次のように取扱う。著作権法（昭和45年

法律第48号）第21条（複製権）、第26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二

次的著作物の利用に関する現著作者の権利）に規定する権利を委託者に無償で譲渡するものとする。 

２ 受託者は、本委託終了後も含め、調査の成果等を委託者の承認を受けないで、自ら使用したり、他

の者に公表、貸与及び使用させたりしてはならない。 

 

第８ 技術提案書の取扱い 

本委託契約の締結に先立ち実施する一般競争入札（総合評価方式）の手続において提出された一

般競争入札（総合評価方式）に係る技術提案書（以下「技術提案書」という。）のうち、本契約の

受託者が提出した技術提案書については、本仕様書の付属書類として契約を構成する文書の一部と

し、本委託の対象業務に含むものとする。 

 

第９ 書類等の提出 

１ 受託者は、業務に着手する前に次の書類及び電子データを提出し、委託者の承認を得ること。 

（１）委託着手届 １部 

（２）実施計画書 １部 

２ 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく次の書類を提出すること。 

（１）委託完了届 １部 

（２）業務報告書 １部 

 

第10 成果品 

１ 以下の表の成果品を電子データで提出すること。 

 成果品 提出タイミング 

１ 実施計画書 契約締結後１週間以内 
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２ 定例会議事録 定例会後３営業日以内 

３ 業務報告書 業務完了時 

４ 業務報告書（概要版） 業務完了時 

５ その他、本業務に関連して委託者が必要と認めるもの 委託者と協議の上決定 

２ 成果品提出後に更新があった際は都度提出すること。 

 

第11 成果品の納入先 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所 

 

第12 支払い 

業務が完了したことを確認後、受託者からの請求に基づき翌月末までの一括支払いとする。 

 

 

第13 環境配慮物品等 

１ 本委託の履行にあたって物品を調達する際は、「東京都グリーン購入ガイド（2026年度版）」を参

考とすること。https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/tokyo_green/tokyo_green 

２ 印刷物及び報告書等の作成については、次の仕様を満たすものを使用すること。 

（ファイル） 

東京都グリーン購入ガイド（2026年度版）【水準１】を満たすこと。 

（用紙（冊子の表紙及び色上質紙を除く。）） 

東京都グリーン購入ガイド（2026年度版）【水準１】を満たすこと。 

（印刷インキ類） 

東京都グリーン購入ガイド（2026年度版）【水準１】を満たすこと。 

（リサイクル適性） 

東京都グリーン購入ガイド（2026年度版）【水準１】を満たすこと。 

 

第14 その他 

１ 受託者は、業務内容を第三者に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、委託者から委託業務の進捗状況等について説明を求められたときは、速やかに対応する

こと。 

３ 本仕様書に記述のない事項については、別紙１「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」、別紙

２「共通事項および暴力団体関係者の排除に係る特約条項」を遵守すること。 

４ 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、速やかに委託者と協議の上、決定する。 

 

 第15 担当 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所 研究調整課 企画調査係 

 TEL 03-3699-1348 MAIL kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/tokyo_green/tokyo_green
mailto:kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp


別紙１ 

 

 

電子情報処理委託に係る標準特記仕様書 

 

委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事

項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。  

 

１ 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行  

受託者は、（公財）東京都環境公社情報セキュリティ基本方針及び情報管理基準の趣

旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。  

 

２ 業務の推進体制  

(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業

務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所について記載した書面を委託者

に提出すること。  

(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。  

 

３ 業務従事者への遵守事項の周知  

(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し

十分に説明し周知徹底を図ること。  

(2) 受託者は、(1）の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。  

 

４ 秘密の保持  

受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終

了後も同様とする。  

 

５ 目的外使用の禁止  

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。

また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。  

 

６ 複写及び複製の禁止  

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、そ

の他貸与品等及びこれらに含まれる情報（以下「委託者からの貸与品等」という。）を、

委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。  

 

７ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等（複写及び



 

 

複製したものを含む。）について、２(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。  

 

８ 情報の保管及び管理  

受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施

に当たって以下の事項を遵守しなければならない。  

(1) 全般事項  

ア 契約履行過程  

(ｱ) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

ａ 委託業務を処理する施設等の入退室管理  

ｂ 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理  

ｃ 仕様書等で指定する物件（以下「契約目的物」という。）、契約目的物の仕掛

品及び契約履行過程で発生した成果物（出力帳票及び電磁的記録物等）の作成、

使用及び保管管理  

ｄ その他、仕様書等で指定したもの  

(ｲ) 委託者から(ｱ)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提

出を求められた場合は直ちに提出すること。  

イ 契約履行完了時  

(ｱ) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。  

(ｲ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及

び電磁的記録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、

契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去する

こと。  

(ｳ) (ｲ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法

及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。  

(ｴ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行

った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。  

ウ 契約解除時  

イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。  

エ 事故発生時 

契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委

託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発

生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委

託者の指示に従うこと。 

(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項 

委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個

人情報である（以下「個人情報」という。）。また、委託者が機密を要する旨を指定し



 

 

て提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報で

ある（以下「機密情報」という。）。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報の

うち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公

知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含ま

れないものとする。 

個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければな

らない。 

ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管

理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。 

イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台

帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提

出し報告すること。 

エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を

講じること。 

オ (1)イ(ｲ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去

すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、

委託者と協議の上、消去を行うこと。 

カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、

漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所

及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の

指示に従うこと。 

キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点

から、委託者に可能な限り情報を提供すること。 

ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故

に係る必要な事項の公表を行うことができる。 

ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び

研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提

出すること。 

コ その他、東京都個人情報の保護に関する条例（平成2年東京都条例第113号）に従っ

て、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。 

 

９ 委託者の施設内での作業  

(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場に

は、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供す



 

 

ることができる。 

(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。 

イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示

すること。 

ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。 

エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。 

 

10 再委託の取扱い  

(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を

行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 

(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。 

ア 再委託の理由 

イ 再委託先の選定理由 

ウ 再委託先に対する業務の管理方法 

エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

オ 再委託する業務の内容 

カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明

記すること。） 

キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管

理体制については特に明記すること。） 

ク 再委託先がこの特記仕様書の１及び３から９までに定める事項を遵守する旨の誓

約 

ケ その他、委託者が指定する事項  

(3) この特記仕様書の１及び３から９までに定める事項については、受託者と同様に、

再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに

関して一切の責任を負う。 

 

11 実地調査及び指示等  

(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託

者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができ

る。 

(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務

の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。 

(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。 

 



 

 

12 情報の保管及び管理等に対する義務違反  

(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の３から９までに定める情報の保管

及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除

することができる。 

(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託

者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委

託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

13 契約不適合責任 

(1) 契約目的物に不適合があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて

その不適合の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を

請求することができる。 

(2) (1)の規定による不適合の修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的

物の引渡しを受けた日から１年以内に、これを行わなければならない。 

 

14 著作権等の取扱い 

この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。  

(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著

作権法（昭和45年法律第48号）第2章第3節第2款に規定する権利（以下「著作者人格

権」という。）を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あら

かじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 

(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場

合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終

了後も継続する。 

(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利（以下「著作権」

という。）を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括

されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委

託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保さ

れ、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務

の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。ま

た、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作

権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、

委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 

(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 

(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取



 

 

扱いは別途協議の上定める。 

(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受

けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理す

るものとする。 

 

15 運搬責任  

この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除

くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。 

 



別紙２ 

 

共 通 事 項 

 

 本契約により公益財団法人東京都環境公社（以下「委託者」という。）から業務の依頼を受けた者（以

下「受託者」という。）は、本契約の履行に当たり、以下の事項について遵守、協力すること。また、その

他一般事項についても以下のとおりとする。 

 

１ 環境配慮について 

  受託者は、以下に記載する「東京都グリーン購入推進方針」について、できうる限り協力すること。 

 「東京都グリーン購入推進方針」 

 物品等の調達にあたっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷

ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。 その際、可能な限り、製品やサービスの生産から

流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要で

ある。 そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他

の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。また、再生材料等使用した際

は、それに準じたマークを使用することとする。 

＜製造段階での環境配慮＞ 

（１）再生材料（再生紙、再生樹脂等）を使用したもの 

（２）余材、廃材（間伐材、小径材等）を使用したもの 

（３）再生しやすい材料を使用したもの 

＜使用段階での環境配慮＞ 

（４）使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの 

（５）修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの 

（６）梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの 

＜廃棄・リサイクル段階での環境配慮＞ 

（７）分別廃棄やリサイクルがしやすい（単一包装、分離可能等）もの 

（８）回収・リサイクルシステムが確立しているもの 

（９）耐久性が高く、長期使用が可能なもの 

＜その他の環境配慮＞ 

（10）製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの 

（11）製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質（温室効果ガス等）の使用、排出が少な

いもの 

＜具体的な参考水準及びマーク＞ 

（12） 参考水準 

①  文具類に共通する事項として、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合はア、木質の場合はイ、

紙の場合はウの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はイ、紙が含

まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合はウ(ｲ)の要件をそれぞれ満たすこと。 

ｱ 生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。 

ｲ 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採

に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切に



 

 

なされたものであること。 

ｳ 次の要件を満たすこと。 

(ｱ) 紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。 

(ｲ) 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たっ

て、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされ

たものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から

発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな

い。 

② ボールペンについて、①の水準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。 

③ セロハンテープについて、①の水準を満たすこと、かつ、巻き芯には、再生紙を使用すること。 

④ 布粘着テープについて、①の水準を満たすこと、かつ、テープ基材（ラミネート層を除く。）につい

ては再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。 

⑤ 事務用封筒（紙製） について、①の水準を満たすこと、かつ、古紙パルプ配合率 40%以上であるこ

と。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当た

って、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも

のであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端

材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

⑥ ノートについて、①の水準を満たすこと、かつ、下記の水準を満たすこと。 

ｱ 古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあ

っては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関す

る法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバー

ジンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造さ

れたバージンパルプには適用しない。 

ｲ 塗工されているものについては塗工量が両面で 30g/㎡以下であり、塗工されていないものについ

ては白色度が 70%程度以下であること。 

⑦ 付箋について、①の水準を満たすこと、かつ、主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した

古紙パルプの重量が製品全体重量の 70%以上であること（粘着部分を除く。）。また、紙の原料にバ

ージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された

国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、

間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等

の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類

共通の判断の基準を満たすこと。 

⑧ ファイルについて、金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70%

以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木

は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適

切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場

から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな

い。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。 

ｱ ①の水準を満たすこと。 

ｲ クリアホルダーにあっては、上記アの要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチック



 

 

であって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 

⑨ クロース表紙について、①の水準を満たすこと、かつ、表紙芯材板紙には再生紙を使用すること 

⑩ 文書保存箱について、古紙パルプ配合率 80％以上であること。 

⑪ のり（液状、澱粉のり）（補充用を含む）、のり（固形・テープ）（補充用を含む）については、①の

水準は容器に適用される 

⑫ 連射式クリップについて、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラス

チック重量の７０％以上使用されていること（消耗部分を除く）。ポストコンシューマ材料からなる

再生プラスチックにあっては、製品全体重量の６０％以上使用されていること。それ以外の場合に

あっては、①のとおり。 

⑬ 修正液、修正テープについて、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプ

ラスチック重量の７０％以上使用されていること（消耗部分を除く）。ポストコンシューマ材料から

なる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の６０％以上使用されていること。 

⑭ スタンプ台、朱肉について、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラ

スチック重量の７０％以上使用されていること（消耗部分を除く）。ポストコンシューマ材料からな

る再生プラスチックにあっては、製品全体重量の６０％以上使用されていること。 

⑮ ステープラー（汎用型）について、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが

プラスチック重量の 70%以上使用されていること（機構部分を除く。）。それ以外の場合にあっては、

①の水準を満たすこと。 

⑯ 塗料について、下記の水準を満たすこと。 

ｱ 建築物内装用鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、

VOC 含有量 1％以下（鉄部用は 5％以下）の水性塗料であること。 

ｲ 建築物外装用鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、

粉体・無溶剤系塗料、水性塗料又は VOC 含有量が３０%以下の低 VOC 塗料（溶剤系）であるこ

と。 

⑰ ダストブロワーについて、フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用さ

れている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。 

⑱ チョークについて、再生材料が製品全体重量比で 10%以上使用されていること。 

⑲ トイレットペーパー及びティッシュペーパーについて、古紙パルプ配合率 100%であること。 

⑳ 電子卓上計算機について、・使用電力の 50%以上が太陽電池から供給されること。また、再生プラス

チックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。 

㉑ 一次電池又は小形充電式電池について、次のいずれかの要件を満たすこと。 

ｱ 一次電池にあっては、「東京都グリーン購入推進方針」に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平

均持続時間を下回らないこと。 

ｲ 小形充電式電池（二次電池）であること。 

（13） 参考マーク 

 

 

 

 

 



 

 

２ 環境により良い自動車の利用 

本契約の履行にあたっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例

第２１５号）及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（平成４年法律第７０号）を遵守すること。また、委託者が受託者に対し書面による

事前の通知により、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示、又

は写しの提出を求めることができる。この場合、受託者は、事業の運営に支障が生じるときその他の正

当な理由がある場合を除き、委託者の求めに応じるものとする。 

 

３ 個人情報の保護 

受託者の本契約に係る個人情報の取扱い条件については、以下のとおりとする。 

（1）個人情報の定義 

本契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律５７号。以下

「法」という。）第２条に定める「個人情報」であり、委託者及び受託者が双方協議の上同意して定

めた情報とする。 

（2）個人情報の提供 

ｱ 委託者は、本契約の履行上必要最小限度の個人情報を受託者に提供する。 

ｲ 委託者は、個人情報を受託者に提供する場合、原則として、当該情報が個人情報である旨を書

面にて受託者に示さなければならない。また、委託者は、委託者が受託者に提供した情報が、

個人情報に該当するかどうか受託者において不明であり、受託者が委託者に照会したときは、

速やかに回答しなければならない。 

ｳ 個人情報の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録等の方法は、個人情報の安全管理の観

点から、別途双方協議の上書面により定めるとおりとする。 

（3）個人情報の秘密保持 

ｱ 受託者は、本契約履行にあたり委託者から提供された個人情報を、委託者の書面による事前の

承諾を得ることなく、本契約履行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならないも

のとし、また、別に定める再委託先が本契約履行上必要最小限度において、個人情報を取り扱

う場合を除き、他に開示又は漏洩してはならないものとする。 

ｲ 受託者は、自己の役員及び従業員（直接的であるか間接的であるかを問わず、受託者の指揮監

督を受けて本契約履行に従事する者をいう。以下「従業員等」という。）に対し、個人情報に関

する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。 

ｳ 受託者は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓

約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報等の返還又は破棄を

義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じるものとする。 

（4）安全管理措置 

ｱ 受託者は、本契約履行にあたり、個人情報の漏洩、滅失又は棄損（以下「漏洩等」という。）の

防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のた

めに必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない。 

ｲ 委託者及び受託者は、委託者が上記に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定

しようとする場合、本契約の内容、規模及び対価を考慮し、協議を行うものとする。 

 



 

 

（5）管理、監督 

ｱ 受託者は、上記に定める安全管理措置を徹底するため、本契約履行にあたり個人情報の取扱い

に関する管理責任者を定めるものとする。 

ｲ 受託者は、本契約履行にあたり、実際に個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、

当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

ｳ 受託者は、本契約履行の全部または一部を第三者（以下「再委託先」という。）に再委託する場

合には、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を書面により事前に委託者に通知し承諾を得

ることとする。また、受託者の責任において、再委託先に対して本契約と同様の義務を課すと

ともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（6）本人に対する責任等 

ｱ 委託者は、個人情報が、法を遵守して適正に取得されたものであることを補償するとともに、

受託者に個人情報を提供することについて個人情報の主体たる本人に対して責任を負う。 

ｲ 受託者は、本人から個人情報の開示、訂正、追加又は削除等の請求を受けた場合、あるいは行

政機関、司法機関等、本人以外の第三者から個人情報の提供を要請された場合、速やかに委託

者に通知するものとする、この場合、受託者は、本人又は本人以外の者の請求又は要請に直接

応じる義務を負わず、委託者が自己の費用と責任をもって対応することとする。 

（7）監査 

ｱ 委託者は、受託者における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、受

託者に対する書面による事前の通知により、報告、資料の提出又は監査の受入を求めることが

できる。この場合、受託者は、事業の運営に支障が生じるときその他の正当な理由がある場合

を除き、委託者の求めに応じるものとする。 

ｲ 上記の報告、資料の提出又は監査にあたり、受託者は委託者に対して、受託者の営業秘密（不

正競争防止法第２条第６項に定める営業秘密をいう。）に関する秘密保持義務等について定めた

秘密保持契約の締結を求めることができる。 

ｳ 委託者は、監査のために受託者の事業所等への入館が必要となる場合、受託者所定の事務処理

及び入退館等に関する規則に従うものとする。 

ｴ 受託者は、委託者による監査が通常の範囲を超えると判断するとき、双方協議の上、監査の受

入れのために受託者が要した費用を委託者に請求できるものとする。 

（8）改善 

ｱ 委託者は、上記による報告、資料の提出又は監査の結果、受託者において個人情報の安全管理

措置が十分に講じられていないと認めたときは、受託者に対し、その理由を書面により通知か

つ説明したうえで、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。 

ｲ 受託者は、上記の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について委託者と協議を行わなけ

ればならない。 

（9）契約解除 

委託者は、受託者が上記(2)から(8)に定めた事項を遵守しない場合、受託者に対して契約書等にあ

る契約解除及び損害賠償等の措置を行うものとする。 

 

 

 



 

 

４ 環境対策 

  （1）受託者は、委託者の取組む環境マネジメントシステムに基づく環境管理マニュアルを理解し、事業

活動における環境配慮の徹底などシステム運用に協力すること。 

  （2）受託者は、委託者が定める環境方針に基づき、環境目的・目標及びそれらを具体的に実施するため

のプログラムについて、委託者と協力してその達成に努める。 

 

５ 著作権等の取扱い 

この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。  

（1）受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法（昭和

45 年法律第 48 号）第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）を有する

場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの

限りでない。 

（2）(1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の 10 の規定により再委託された場合の再委託先

又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

（3）(1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 

（4）受託者は、納入物に係る著作権法第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利（以下「著作権」という。）

を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者

がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のあ

る著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、

委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できる

ものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著

作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はそ

の条件の適用につき協議に応ずるものとする。  

（5）(4)は、著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。 

（6）本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協

議の上定める。 

（7）納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託

者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。 

 

６ その他 

  （1）法令の遵守 

受託者は、本契約履行にあたり関係する法令を遵守し、必要に応じ資格保有者を契約履行にあた

って、安全に十分配慮すること。 

  （2）受託者の責務 

受託者は、本件履行に際し、受託者の起因する事故等が発生した場合、速やかに委託者に所属す

る担当者に連絡の上、必要な措置をとること。また、損害等を与えた場合は、受託者が責任を負う

こと。 

  （3）代金の支払い 

受託者は、本契約履行後に完了届若しくは納品書、並びに必要書類等を提出し、委託者に所属す

る担当者の検査を受けることとし、検査合格の場合、受託者は速やかに請求書を提出すること。請



 

 

求書が提出された月の翌月末に支払を行う。 

  （4）その他 

不明な点は双方協議の上、決定する。 

 



 

 

 暴力団関係者の排除に係る特約条項 

 

第１条 公益財団法人東京都環境公社（以下「委託者」という。）から本契約により業務の依頼を受けた者

（以下「受託者」という。）が以下の各号に該当する者（以下「反社会的勢力」という。）であることが判

明した場合には、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1)暴力団 

 (2)暴力団員 

 (3)暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者 

 (4)暴力団準構成員 

 (5)暴力団関係企業 

 (6)総会屋等 

 (7)社会運動等標ぼうゴロ 

 (8)特殊知能暴力集団 

 (9)その他前各号に準じる者 

 

第２条 委託者は、受託者が反社会的勢力と以下の各号一でも該当する関係を有することが判明した場合に

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利

用していると認められるとき 

 (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 

 (5)その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有

しているとき 

 

第３条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1)暴力的な要求行為 

 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて委託者の信用を棄損し、又は委託者の業務を妨害する行為 

 (5)その他前各号に準ずる行為 

 

第４条 受託者は、受託者又は受託者の下請又は再委託先業者（下請又は再委託契約が数次にわたるときに

は、その全てを含む。以下同じ。）が第１条及び第２条に該当しないことを確約し、将来も第１条及び第２

条に該当しないことを確約する。 

２ 受託者は、その下請又は再委先託業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契

約を解除し、又は契約解除のための措置を講じなければならない。 

３ 受託者が、前各項の規定に違反した場合には、委託者は本契約を解除することができる。 

 

第５条 受託者は、受託者又は受託者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務

妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否するとと

もに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を委託者に報告し、委託者の捜査機関への通報

及び委託者の報告に必要な協力を行うものとする。 

 ２ 受託者が前項の規定に違反した場合には、委託者は何らの催告を要せずに、本契約を解除することで

きる。 



 

 

 

第６条 委託者が本条各項又号により本契約を解除した場合には、受託者に損害が生じても委託者はこれを

何ら賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により委託者に損害が生じたときは、受託者は

その損害を賠償するものとする。 


